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生
ま
で
の
医
療
費
無
償
化
に
つ

い
て
、
所
得
制
限
を
設
け
た
上

で
、
自
己
負
担
分
（
200
円
を
除

く
）
の
半
額
を
助
成
し
、
残
り

の
半
額
を
市
区
町
村
が
負
担
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
な
お
、

実
施
に
当
た
り
、
２
０
２
３
年

度
か
ら
３
年
間
は
市
区
町
村
負

担
分
を
東
京
都
が
負
担
す
る
こ

と
と
し
た
。
23
区
で
は
、
1８
歳

ま
で
の
医
療
費
の
完
全
無
償
化

を
行
う
こ
と
を
発
表
し
た
。
し

か
し
、
現
状
で
も
23
区
と
多

摩
・
島
嶼
地
域
で
は
格
差
が
生

じ
て
お
り
、
新
た
な
多
摩
格
差

を
生
み
出
す
よ
う
な
こ
と
は
あ 

っ
て
は
な
ら
な
い
。本
市
で
は
、 

10
月
よ
り
助
成
拡
充
を
図
り
、

義
務
教
育
就
学
児
の
医
療
費
助

成
も
含
め
所
得
制
限
を
撤
廃
す

る
が
、
１
回
に
つ
き
200
円
の
自 

己
負
担
が
残
っ
て
い
る
。本
来
、 

子
ど
も
に
対
す
る
支
援
は
、
住

ん
で
い
る
地
域
や
保
護
者
の
経

済
力
に
よ
っ
て
差
を
つ
け
る
べ

き
で
は
な
く
、
子
ど
も
た
ち
が

ひ
と
し
く
医
療
を
受
け
る
権
利

を
保
障
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
財
政
力
が
弱
い
多
摩
地
域

が
今
後
も
恒
常
的
に
助
成
を
実

施
、
継
続
す
る
た
め
に
は
、
東

京
都
か
ら
の
財
政
措
置
が
不
可

欠
で
あ
り
、
東
京
都
の
責
任
に

お
い
て
、
子
ど
も
の
医
療
費
を

完
全
無
償
化
す
べ
き
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
、
東
京

都
に
対
し
、
次
の
事
項
を
求
め

る
。
⑴
小
・
中
学
生
及
び
高
校

生
ま
で
の
医
療
費
助
成
に
つ
い

て
、
東
京
都
と
し
て
、
所
得
制

限
を
撤
廃
し
、
完
全
無
償
と
な

る
よ
う
、
市
区
町
村
へ
の
財
政

支
援
を
行
う
こ
と
。
⑵
高
校
生

ま
で
の
医
療
費
助
成
に
つ
い

て
、
実
施
主
体
の
市
区
町
村
の

負
担
分
へ
の
助
成
を
３
年
間
と

限
定
せ
ず
、
そ
の
後
も
財
政
支

援
を
継
続
す
る
こ
と
。

展
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
り
、

デ
ジ
タ
ル
化
が
進
む
こ
と
に
よ

り
、
大
都
市
一
極
集
中
に
よ
る

人
口
の
過
度
の
偏
在
の
緩
和
や

感
染
症
等
の
リ
ス
ク
の
低
減
も

図
れ
る
と
し
て
、
大
き
な
期
待 

が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。よ
っ
て
、 

本
市
議
会
は
、
政
府
に
対
し
、

地
方
に
お
け
る
女
性
デ
ジ
タ
ル

人
材
育
成
の
強
力
な
推
進
を
図

る
た
め
、
次
の
事
項
を
実
施
す

る
よ
う
強
く
求
め
る
。
⑴
現
時

点
で
は
取
組
事
例
が
全
国
的
に

極
め
て
少
な
い
中
で
、
本
プ
ラ

ン
の
実
施
・
遂
行
に
お
い
て
、

自
治
体
規
模
に
合
わ
せ
た
取
り

組
み
や
す
い
参
考
事
例
を
国
と

し
て
積
極
的
に
発
信
す
る
こ

と
。
⑵
テ
レ
ワ
ー
ク
に
よ
る
デ

ジ
タ
ル
分
野
の
就
労
は
離
れ
た

地
域
で
も
可
能
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
テ
レ
ワ
ー
ク
可
能
な
企
業

の
あ
っ
せ
ん
、
紹
介
に
つ
い
て

は
全
国
規
模
で
行
え
る
よ
う
、

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
形
成
す

る
こ
と
。
⑶
全
国
ど
こ
に
住
ん

で
い
て
も
、
ま
た
、
育
児
や
介

護
な
ど
時
間
的
な
制
約
が
あ
っ

て
も
、
デ
ジ
タ
ル
ス
キ
ル
を
習

得
し
て
テ
レ
ワ
ー
ク
を
活
用
し

な
が
ら
就
労
が
で
き
、
サ
ポ
ー

ト
を
受
け
な
が
ら
Ｏ
Ｊ
Ｔ
等
に

よ
る
実
践
的
な
経
験
を
積
む
こ

と
が
で
き
る
機
会
を
提
供
す
る

こ
と
。
⑷
テ
レ
ワ
ー
ク
の
定

着
・
促
進
に
向
け
て
の
全
国
的

な
導
入
支
援
体
制
を
い
ち
早
く

整
備
す
る
こ
と
。
⑸
本
プ
ラ
ン

の
着
実
な
遂
行
の
た
め
の
十
分

な
予
算
を
確
保
す
る
こ
と
。

◆

18
歳
ま
で
の
子
ど
も
の
医
療

費
完
全
無
償
化
を
求
め
る
意
見

書
　

東
京
都
は
、
２
０
２
３
年
度

か
ら
、
子
ど
も
の
医
療
費
の
補

助
対
象
を
現
在
の
中
学
生
ま
で

か
ら
高
校
生
ま
で
に
拡
大
す
る

方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。
高
校

◆
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に

つ
い
て

　

須
藤　

金
一
氏
（
再
任
）

算
で
は
、
介
護
給
付
費
負
担
金

の
増
額
、
調
整
交
付
金
の
増

額
、
総
合
事
業
調
整
交
付
金
の

増
額
、
地
域
支
援
事
業
交
付
金

の
増
額
、
介
護
給
付
費
交
付
金

の
増
額
、
地
域
支
援
事
業
支
援

交
付
金
の
増
額
、
介
護
給
付
費

繰
入
金
の
増
額
、
地
域
支
援
事

業
繰
入
金
の
増
額
、
介
護
保
険

保
険
給
付
費
準
備
基
金
と
り
く

ず
し
収
入
の
増
額
を
行
う
も
の

で
す
。

決
　
算

◆
令
和
３
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ

い
て

◆
令
和
３
年
度
三
鷹
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

◆
令
和
３
年
度
三
鷹
市
介
護
サ

ー
ビ
ス
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

◆
令
和
３
年
度
三
鷹
市
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定
に
つ
い
て

◆
令
和
３
年
度
三
鷹
市
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出

決
算
の
認
定
に
つ
い
て

◆
令
和
３
年
度
三
鷹
市
下
水
道

事
業
会
計
利
益
剰
余
金
の
処
分

及
び
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

※
以
上
６
件
の
決
算
議
案
に
つ

い
て
は
３
面
に
関
連
記
事
を
掲

載

契
　
約

◆
旧
ど
ん
ぐ
り
山
施
設
大
規
模

改
修
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に

つ
い
て

　

旧
ど
ん
ぐ
り
山
施
設
の
利
活

用
を
図
る
た
め
の
大
規
模
改
修

工
事
に
係
る
請
負
契
約
を
締
結

す
る
も
の
で
、
契
約
の
金
額

は
、
５
億
７
千
200
万
円
、
契
約

の
相
手
方
は
、
白
石
・
大
創
建

補
助
金
の
計
上
、
ハ
ウ
ス
栽
培

に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出

削
減
事
業
費
補
助
金
の
計
上
等

を
行
う
も
の
で
す
。

◆
令
和
４
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
1９
億
２
千
541
万
円 

を
追
加
し
、
総
額
を
787
億
１
千

350
万
３
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。
補
正
予
算
の
内
容
は
、
歳

出
予
算
で
は
、
民
生
費
で
、
電

力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高

騰
緊
急
支
援
給
付
金
給
付
事
業

費
の
計
上
、
衛
生
費
で
、
高
齢

者
等
予
防
接
種
事
業
費
の
増

額
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ

ク
チ
ン
接
種
事
業
費
の
増
額
を

行
う
も
の
で
す
。
歳
入
予
算
で

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ

ク
チ
ン
接
種
対
策
費
負
担
金
の

増
額
、
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品

等
価
格
高
騰
緊
急
支
援
給
付
金 

給
付
事
業
費
補
助
金
の
計
上
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ

ン
接
種
体
制
確
保
事
業
費
補
助

金
の
増
額
、
季
節
性
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
定
期
予
防
接
種
特
別
補

助
金
の
計
上
、
前
年
度
繰
越
金

の
増
額
、
予
防
接
種
費
負
担
金

収
入
の
増
額
を
行
う
も
の
で

す
。

◆
令
和
４
年
度
三
鷹
市
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
６
千
805
万
４
千
円
を

追
加
し
、
総
額
を
144
億
４
千
313

万
７
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

補
正
予
算
の
内
容
は
、
歳
出
予

算
で
は
、
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス

等
給
付
費
の
増
額
、
居
宅
支
援

サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
の
増
額
、

施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費

の
増
額
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス

等
費
の
増
額
、
介
護
予
防
・
生

活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
費
の
増

額
を
行
う
も
の
で
す
。
歳
入
予

◆
三
鷹
市
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促

進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
手
数
料
を
徴
収
す
る

対
象
事
務
に
長
期
優
良
住
宅 

維
持
保
全
計
画
の
認
定
の
申
請

等
を
加
え
る
と
と
も
に
、
手
数

料
の
名
称
を
改
め
、
手
数
料
の

算
定
方
法
を
定
め
る
ほ
か
、
規

定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
高
校
生
等
の
医
療
費

の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

高
校
生
等
の
医
療
費
の
助
成

に
つ
い
て
対
象
者
を
拡
充
す
る

も
の
で
、
高
校
生
等
を
養
育
し

て
い
る
父
母
等
に
加
え
、
何
人

か
ら
も
監
護
さ
れ
て
い
な
い
高

校
生
等
本
人
も
対
象
者
と
す
る

も
の
で
す
。補

正
予
算

◆
令
和
４
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
１
億
１
千
912
万
３
千

円
を
増
額
し
、
総
額
を
767
億
８

千
809
万
３
千
円
と
す
る
と
と
も

に
、
債
務
負
担
行
為
の
補
正
を

行
う
も
の
で
す
。
主
な
内
容
と

し
て
は
、
歳
出
予
算
に
お
い

て
、
財
政
調
整
基
金
積
立
金
の

増
額
、
障
が
い
者
自
立
支
援
介

護
給
付
事
業
費
の
増
額
、
介
護

保
険
事
業
特
別
会
計
繰
出
金
の

増
額
、
高
校
生
等
医
療
費
助
成

事
業
費
の
増
額
、
自
宅
療
養
者

相
談
支
援
関
係
費
の
増
額
、
ヒ

ー
ト
ポ
ン
プ
導
入
支
援
事
業
費

の
計
上
、
運
送
事
業
者
継
続
支

援
事
業
費
の
計
上
、
タ
ク
シ
ー

事
業
者
継
続
支
援
事
業
費
の
計

上
等
を
行
う
も
の
で
す
。
歳
入

予
算
で
は
、
障
害
者
自
立
支
援

介
護
給
付
費
負
担
金
の
増
額
、

高
校
生
等
医
療
費
助
成
事
業
費

市
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運

動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

公
職
選
挙
法
施
行
令
等
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
三
鷹
市
議
会

議
員
及
び
三
鷹
市
長
の
選
挙
に

お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担

の
限
度
額
を
、
同
施
行
令
で
定

め
る
改
定
額
と
同
額
に
改
め
る

ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の

で
す
。

◆
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

　

三
鷹
市
職
員
の
定
年
等
に
関

す
る
条
例
に
つ
い
て
、
職
員
の

定
年
を
引
き
上
げ
る
と
と
も

に
、
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年

齢
制
及
び
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
制
を
導
入
す
る
ほ
か
、

規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
三
鷹
市
職
員
退
職
手
当

支
給
条
例
及
び
三
鷹
市
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
に
つ
い

て
、
退
職
手
当
の
基
本
額
等
に

係
る
特
例
や
60
歳
を
超
え
る
職

員
の
給
与
の
取
扱
い
に
関
す
る

特
例
を
設
け
る
ほ
か
、
規
定
を

整
備
す
る
も
の
で
す
。
そ
の

他
、
関
係
条
例
に
つ
い
て
規
定

を
整
備
す
る
ほ
か
、
三
鷹
市
職

員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
を

廃
止
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
職
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
等

に
伴
い
、
職
員
の
妊
娠
、
出

産
、
育
児
等
と
仕
事
の
両
立
を

支
援
す
る
観
点
か
ら
、
育
児
休

業
の
取
得
回
数
制
限
が
１
回
か

ら
２
回
へ
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に

関
す
る
措
置
を
講
ず
る
と
と
も

に
、
非
常
勤
職
員
の
育
児
休
業

の
柔
軟
な
取
得
を
可
能
と
す
る

た
め
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の

で
す
。

◆
三
鷹
市
議
会
議
員
及
び
三
鷹

市
長
提
出
議
案

市
長
提
出
議
案

議
員
提
出
議
案

条
　
例

条
　
例

大規模改修工事が実施されている
旧どんぐり山施設

◆
三
鷹
市
議
会
委
員
会
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

委
員
の
選
任
方
法
を
改
め
る

と
と
も
に
、
規
定
を
整
備
す
る

も
の
で
す
。

◆

女
性
デ
ジ
タ
ル
人
材
育
成
を

強
力
に
推
進
す
る
た
め
の
支
援

を
求
め
る
意
見
書

　

女
性
デ
ジ
タ
ル
人
材
育
成
に

つ
い
て
は
、
女
性
の
経
済
的
自

立
に
向
け
て
、
ま
た
、
女
性
人

材
の
成
長
産
業
へ
の
円
滑
な
移

動
支
援
を
図
る
観
点
か
ら
極
め

て
重
要
で
あ
る
。
政
府
は
本
年

４
月
26
日
、「
女
性
デ
ジ
タ
ル

人
材
育
成
プ
ラ
ン
」
を
取
り
ま

と
め
、
女
性
の
デ
ジ
タ
ル
人
材

育
成
の
加
速
化
を
目
指
す
こ
と

と
し
た
。
我
が
国
の
国
際
競
争

力
を
高
め
、
生
産
性
を
向
上
さ

せ
る
上
で
も
、
本
プ
ラ
ン
の
着

実
な
遂
行
と
実
現
が
日
本
の
発

第
３
回
臨
時
会

可
決
し
た

　
　
議
案

◆
令
和
４
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
５
億
８
千
208
万
７
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
766
億
６

千
897
万
円
と
す
る
も
の
で
す
。

補
正
予
算
の
内
容
は
、
歳
出
予

算
で
は
、
衛
生
費
で
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
医
療
支

援
事
業
費
の
増
額
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
自
宅
療
養

者
等
医
療
支
援
事
業
費
の
計

上
、
商
工
費
で
、
地
域
応
援
商

品
券
事
業
費
の
計
上
を
行
う
も

の
で
す
。
歳
入
予
算
で
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

応
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
の
増

額
、
地
域
産
業
デ
ジ
タ
ル
化
推

進
事
業
費
補
助
金
の
増
額
、
生

活
応
援
事
業
費
補
助
金
の
計

上
、
財
政
調
整
基
金
と
り
く
ず

し
収
入
の
増
額
、
健
康
福
祉
基

金
と
り
く
ず
し
収
入
の
増
額
を

行
う
も
の
で
す
。

第
３
回
定
例
会

可
決
し
た

　
　
議
案

人
　
事

設
共
同
企
業
体
で
す
。

意
見
書（
要
旨
）


